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平成29年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

平成29年６月20日（火） 

                                           

  

（午前９時30分 開議） 

○議長（岡 弘悟君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（岡 弘悟君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（岡 弘悟君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において２番 石橋君、

13番 樽井君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（岡 弘悟君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番７、18番 土井君。 

〔18番（土井裕美子君）登壇〕 

○18番（土井裕美子君）皆さん、おはようご

ざいます。２日目の１番でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、ただ今、議長のお許しをいただ

きましたので、一般質問を始めさせていただ

きます。 

 今回の一点目は、教育福祉連携推進室の今

後の取り組みについてであります。 

 2016年の８月、厚生労働省は、2015年度に

児童相談所が対応した児童虐待が10万3,260

件とし、初めて10万件を突破したと公表をい

たしました。これは、子どもの虐待に対する

統計が初めてとられました1990年の通告件数

1,101件からすると、25年経過しているものの、

約100倍であります。 

 そして、また、私は平成28年の６月議会の

一般質問では、子どもの貧困問題というのを

取り上げさせていただきましたけれども、平

成26年には、子どもの貧困対策の推進に関す

る法律が施行されるなど、長引く経済の低迷、

そして、核家族化、地域におけるつながりの

希薄化などにより、子どもの貧困、児童虐待、

ネグレクト、いわゆる育児放棄と言われるも

のですが、それから、不登校など、子どもた

ちを取り巻く問題は本当に深刻化していると

言わざるを得ない状況であります。 

 このような中、本市におきましては、市長

は機会あるごとに、教育と福祉の連携という

言葉を口に出されて、橋本創生総合戦略でも、

子育てするなら橋本をめざし、切れ目のない

子育て環境の整備を行うべく、力を入れてい

こうというふうにされていらっしゃいます。 

 そして、また、昨年度より教育文化会館に

は家庭教育支援相談室を開設され、今年度か

らは、保健福祉センター健康課内に妊娠・出

産期から18歳までの子育て世代を対象とした

切れ目のない子育て支援ができるようにと、

子育て世代包括支援センターを設置されまし

た。 

 過日、このセンターの愛称を一般公募され

まして、ハートブリッジと名づけられました

ことは、議員各位もご存じのことと思います。 

 そしてまたさらに、今年度からは総合政策

部に教育福祉連携推進室を設置され、２名の

職員を配置し、いよいよ教育と福祉における

具体的な取り組みを始められることと思いま

すので、何点か質問をさせていただきます。 



－101－ 

 ①昨年度より、橋本市こどものための教育

福祉連携会議を開催し、現状の把握と家庭教

育支援に関する教育と福祉の連携における具

体的方策を検討してこられたことと思います

が、その具体的方策と課題があればお聞かせ

ください。 

 ②新たに設置された教育福祉連携推進室で

の具体的な取り組みについてお聞かせくださ

い。 

 次に、二点目の質問は、共育コミュニティ

と放課後ふれあいルームの位置づけについて

でございます。 

 放課後子ども教室、いわゆる放課後ふれあ

いルームと橋本市では呼んでいますけれども、

は、10年ほど前から放課後の子どもたちの居

場所づくりとして取り組まれており、ふれあ

いルームコーディネーターが地域でボランテ

ィアを募り、各小学校や公民館、児童館など

でさまざまな活動をしていただいております。 

 和歌山県下でも、本市のこの活動は大変活

発で先進的な取り組みとして注目をされてい

るとお聞きしております。 

 平成28年６月議会での私の質問に対する教

育長のご答弁の中でも、放課後のふれあいル

ームが年間516回、ボランティアの延べ人数が

1,809名、参加児童数が8,493名、土曜日の子

ども教室では総教室数が336回、ボランティア

の延べ人数が1,238人、参加児童数が5,501人

ということでございますので、約10年もの長

きにわたり地域と一体となった子どもの居場

所づくりの取り組みがしっかりと根づいてき

ているというふうに感じております。 

 そこで、このふれあいルームの事業は、今

後まさしく全市的に展開をされていく共育コ

ミュニティの中の核となる重要な役割を担っ

ていただくことになると思いますので、何点

か質問をさせていただきます。 

 ①共育コミュニティコーディネーターと放

課後ふれあいルームコーディネーターとの連

携はどのようになっていますか。 

 ②共育コミュニティにおけるふれあいルー

ムの位置づけはどのようにお考えですか。 

 ③謝金の違いについてお教えください。 

 以上二点、明解なご答弁をよろしくお願い

いたします。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君の質問項

目１、教育福祉連携推進室の今後の取り組み

に対する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）皆さん、おは

ようございます。 

 教育福祉連携推進室の今後の取り組みつい

てお答えいたします。 

 長引く経済の低迷と社会構造の変化により、

子どもを取り巻く深刻な課題が顕在化してい

る状況を受け、平成26年１月、子どもの貧困

対策の推進に関する法律が施行され、また、

同年８月に子どもの貧困対策に関する大綱が

示されました。一方、橋本市においても、平

成27年10月策定の橋本創生総合戦略として、

子育てするなら橋本をめざし、切れ目のない

子育て環境の整備を行うこと、また、平成28

年２月に教育大綱を策定し、地域・家庭・学

校が連携し、子どもの健やかな成長を支援す

るという基本的方向を出しています。 

 これら国の動向や市の方向性などを背景と

して、教育と福祉の連携の重要性に鑑み、平

成28年４月、健康福祉部、教育委員会にそれ

ぞれ連携担当職員を置き、子育て支援にかか

わる市民団体にも参加いただき、橋本市子ど

ものための教育福祉連携会議を発足させまし

た。 

 まず会議では、それぞれが持っている情報

の交換をはじめ、現状や課題を整理する中で、

子どもの貧困の実態把握、家庭的背景による
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不登校対策、及び学習支援の必要性が浮かび

上がり、また、子ども食堂のあり方に関する

議論がなされました。 

 一方、国のまち・ひと・しごと創生総合戦

略において、子育て世代包括支援センターの

設置を全国展開する方針が示されたことを受

け、本会議におきましても切れ目のないサー

ビスの実施とセンター設置に向けた検討が行

われました。 

 また、この検討を行う過程で、本市では就

学前に比べて就学後の福祉的アプローチが弱

い点が問題となり、次年度以降で取り組むべ

き課題として挙げられました。 

 次に、これらの家庭などに対応するため、

教育福祉連携推進室が今年度から行う取り組

みについて、お答えいたします。 

 一点目として、４月に設置された子育て世

代包括支援センターが教育、福祉の壁を越え

て、より有効的に子どもの健全育成にかかわ

るよう関係部署で協議を進めていきます。 

 二点目として、子どもの貧困に関する実態

調査に取り組むこととし、この秋をめどに分

析を行い、次年度以降の効果的な施策に反映

していきたいと考えています。 

 三点目として、学校現場に福祉的視点を取

り入れる体制構築に努め、子どもや保護者へ

的確な支援・サービスが一層行える仕組みづ

くりを進めるとともに、子どもへの支援にか

かわる地域の方々との連携体制を強めるよう

取り組みを進めていきたいと考えています。

この点については、教育委員会と協議してモ

デル校を選定し、実践研究が行えるよう計画

しています。 

 四点目として、子どもの居場所づくり、地

域づくりの観点から子ども食堂を捉え、市が

子ども食堂として認定した団体に対し、調理

機能を有する公共施設を無料貸し出しできる

よう考えています。 

 教育福祉連携推進室では、昨年同様、この

ような取り組みについて市民団体も交えた、

橋本市子どものための教育福祉連携会議を開

催し、ワーキンググループにより協議を深め、

教育と福祉の連携を推進していきます。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）教育福祉連携推進室

なんですが、ホームぺージで見させていただ

きますと、４月に開設した子育て包括支援セ

ンターを核とした教育と福祉の総合的な連携

を支援します、近年の子どもや子育て世代の

人が直面している問題や課題である子どもの

貧困問題、世代間の貧困の連鎖、虐待、居場

所づくりなどの解決に向けた取り組みを進め

ますというふうに書いてございます。１年間、

今、部長が言っていらっしゃったように、実

態調査はこれからかもしれませんが、ずっと

いろんな連携をとりながら会議を進められて、

その課題が、就学前に比べ就学後の福祉的ア

プローチが弱い点が問題である、課題である

というふうにお答えいただきましたけれども、

具体的に、どういう事例があったりして、就

学後の福祉的アプローチが弱いであるという

ような課題が見つかったのかというのが、わ

かればちょっとお教えください。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）昨年１年間、

連携会議、これは市民グループも入れた連携

会議を開いた中で、やはりいろいろ協議され

ましたのは、いわゆる就学前におきましては、

健康課、保健師を中心に、こども課、それか

ら福祉課、あるいは保育園、幼稚園などとき

め細かい連携がとられているという状況にな

るんですけども、やはりこの連携というのは、

対外的にも橋本市の子育ての取り組みという

のは評価されていると言われていますとおり、
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かなりきめ細かな連携がとれているというふ

うに思っております。 

 就学後のアプローチが弱いというのは、相

対的に就学前に対して就学後が弱いと、相対

的な意味で言わせていただいているんですけ

ども、小学校の入学時に、いわゆる引き継ぎ

というか、そういったことを行うんですけど

も、特別にそのようなケース、つまり要対協

であるとか、発達障がいのケースというのは

かなり慎重に引き継ぎもなされております。

その他のケースについては、教育委員会側と

すれば、基本的に教育にかかわる部分、これ

を中心に引き継ぎがなされているというよう

なところが挙げられております。 

 そんな中で、もともと厚生労働省と文部科

学省という縦割り行政の中でのそういった弊

害というのもあるんですけども、全体として

はそのリーチというのがなかなか教育現場に

は届きにくいという、そういう状況があると

いうことと、教育委員会の中においても教育

相談センターあるいは要対協と連携し合いな

がら、学校現場に福祉的な部分というのを、

解決に向けて取り組んでいらっしゃるんです

けども、なかなかその分でも、例えば、ＳＳ

Ｗの配置等についてももっと必要ではないの

かという、そういうふうな議論も出ました。 

 もう一点は、市民の皆さんも入れた会議に

はなるんですけども、市民の方から、市民と

いいますのは、子育て関係団体の代表の方に

お越しいただいているんですけども、やはり

学校風土といいますか、なかなか敷居の高い

ところがありまして、情報共有という面につ

いてなかなか難しい。これは個人情報の問題

もあるんですけども、そういった課題という

のが出てきたというようなところでございま

す。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）それでは、１年間各

部署で協議をされて、一般の方も入っていた

だいてなんですが、今後の室の仕事の内容の

第一点目が関係各部署で協議を進めていくと。

１年間ずっと協議を進められて、その結果、

子育て世代包括支援センターというのをスタ

ートしたというふうに認識をしているわけで

すけれども、またさらに、今後、室を中心と

して、引き続き何をどのように協議されてい

かれるのかということがありましたら、お答

えいただけますか。まず一点目にその内容が

挙がっていますので、教えてください。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）何をどのよう

にというお話なんですけども、この４月に子

育て世代包括支援センター、ハートブリッジ

というのが開設をされました。実は、これは

壇上でも申し上げたとおり、教育と福祉の連

携をしていく上では、やはり組織的には理想

的な組織になってくるんかなというふうに思

っております。 

 昨年の12月にも、９番議員の一般質問に対

してお答えしましたけども、３年間かけて段

階的に整備をしていくというふうなご答弁を

健康福祉部長のほうから申し上げたわけなん

ですが、今回のこの会議というのは、健康福

祉部、教育委員会、それから、総合政策部も

入ってのことなんですけども、非常に多くの

部署が連携し合いながら会議を進めていく。

その中でやっぱり情報共有、それから、協力

体制を構築していくという、このことは非常

に意義のあることで、ですから、この３年を

めどに、18歳までの連携をさらに強化してい

くために情報共有する場であるというふうに

考えております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）部署も２人ですので、

なかなかその方たちが中心になって動いてと

いうのは無理だと思いますので、組織づくり
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をその職員２人の方が中心になってやってい

くんだというふうには認識をしておるわけで

すが、先ほども部長が言われたように、児童

福祉の部分と教育委員会部門というのは別の

執行機関でありまして、国の所管省庁も違う

わけで、連携は必要なんだけれども、なかな

か実質的な連携というのは困難な部分である

というのは一般的に言われていることでござ

いますので、教育と福祉連携室ができるとい

うのは大変先進的でありがたいというふうに

思うんですが、二点目の内容としましては、

この議会の補正予算にも上がってきているの

ですが、子どもたちの貧困調査をするという、

実態調査に取り組むということで、たしか100

万円の補正予算が上がっております。補正予

算に上がってきますので、あまり金額的なこ

とについては一般質問ではちょっと言いにく

いことがあるんですが、だいたいいろいろな

先進事例というか、先行自治体で子どもの貧

困実態調査をされて、いろんな結果がインタ

ーネットを調べても出てくるんですが、本市

としましては、ざっとで結構でございますの

で、だいたいどのような形の子どもの貧困実

態調査を考えていらっしゃるのか、わかれば

ちょっとお教えいただけますか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）この６月補正

に計上させていただいた100万円の中の一部

をこの調査に充てるというふうに考えている

んですけども、調査は中学校、それから、小

学校それぞれ一つの学年において悉皆調査を

行おうというふうに考えております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）そうですね、だいた

いいろいろ調べましても、どこの自治体でも

各小学校から一つの学年、中学校から一つの

学年をとって悉皆調査をされているところが

ございます。 

 少し調べさせていただいたんですが、大阪

市におかれましては、小学校５年生の児童と

保護者と両方に調査をされております。それ

と、中２の全生徒と保護者。それから、５歳

児の保護者にも調査をされていらっしゃいま

すし、もちろん無記名で、学校とか園を通じ

て配布、そして回収をされているということ

でございます。 

 福岡市では小６と中３、それから、宮崎県

のえびの市では、もちろん学年を決めてやっ

ていらっしゃるんですが、そのほかに、先生

方、教育関係者、それから、保育士であると

か、民生児童委員であるとか、地域の住民の

方々にもいろんな調査をされているというこ

とでございますので、そんなところも参考に

して調査を進めていただきたいと思うのです

が、これはやはり子どもがプリントを、もし

も回収するときにですよ、持ってきたりとか

ですとか、そういうところでも、プライバシ

ーの関係もございますので、情報管理等には

しっかりと徹底されて、それから、調査自体

をして終わるというのではなくて、その調査

を踏まえた形で、しっかりと実効性を伴う政

策というのに反映していただけるような形で

調査を行っていただきたいと思いますので、

その辺のところを、もう一度しっかりと踏ま

えた上で、橋本市独自のというふうに書いて

ございましたので、独自の調査をやっていた

だくのは結構なんですが、いろんなところで

問題点が起こっているような調査もございま

すので、そういうところをお調べいただいて、

橋本市独自の実態がしっかりと把握できるよ

うな調査をしていただいて、その調査をもと

にしっかりとそれを政策に反映していただく

ということを、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 次に、三点目は、学校現場に福祉的視点を

取り入れるということでございました。学校
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現場では、児童が虐待に特化したような形で、

要対協、要保護対策児童地域協議会というの

を立ち上げられて、いろんなメンバーで、子

どもたちの支援にどういう支援が必要なのか

ということを、きっちりとケアされているん

ですが、問題は、その要対協というところに

係ってこない子どもたちというのがいると思

うんです。要対協まで係ってくると、すごく

支援が必要でどうしたらいいんだろうという

ことで、その子どもたちが上がってきている

わけですが、そこに係ってこない子どもたち

への支援というのが必要ですので、そういう

ところの支援というのを、子どもたちをどの

ようにすくい上げていくかということが大事

だと思います。そのためには、やっぱり地域

との連携と書いていますが、必要だと思いま

すので、今、全市的には広がっておりません

が、共育コミュニティもできているところが

ございますし、それから、ふれあいルームは

全市、全校的に広まっていますし、それから、

うちは、家庭教育支援のヘスティアさんとい

うすばらしい組織がございますし、そういう

ところでつかんでいらっしゃる情報をしっか

りとキャッチをして、一堂に会した話の中か

ら問題点を挙げて、その問題点を解決に向け

て取り組んでいくシステムというのが必要だ

と思うんですよ。座談会的に集まって、会議

で、この子こんなんやった、あんなんやった

よというふうな話をして終わりじゃ、やっぱ

り守秘義務もございますので、そこに集まっ

てこられる方たちも、軽々にそいうことがあ

ったよというのは言えないということもござ

いますから、しっかりとしたシステムの中の

一つとして、自分たちが学校現場で得られた

ような、ボランティアの現場で得られたよう

な情報を持ちよって、その一つ一つを解決に

導くためのシステムというのが必要じゃない

かなというふうに感じているんですが、その

辺のところは、部長はどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）それ全く私も

同じ意見でございます。やはり地域の情報と

いうのを学校に取り入れて、そして、そこで

スクリーニングスをして、それを福祉的な施

策につなげていくというところが、非常に仕

組みとしては重要になってくると思いますの

で、教育福祉連携推進室としても、そういっ

た仕組みづくりを強めていくというか、パイ

プを太くしていくということが、この室の役

割の一つであると考えております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）それでは、今の問い

に関して、教育長のお立場から、福祉部門は

そういうふうに考えていると。しかしながら、

やっぱり子どもたちが生活の半分以上を生活

しているのは学校でございますし、実質問題、

保護者とのかかわりも多いと思いますので、

教育現場からのお考えというのは、教育長、

よかったらお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）確かに、福祉的要素

というのはなかなか学校現場に入りにくい部

分があるのは実態だと私も思います。ただ、

教職員が子どもと接するときに、やはり初め

に子どもありきということで、子ども全てを

含んだ生活の状況をしっかり把握して対応し

ていく。これはある意味、教育ではあります

けども、福祉的要素も含んでいる。今までそ

ういう形で取り組んできた、それが教育の現

場であったと思っています。 

 今、議員おただしのとおり、共育コミュニ

ティ、それから、放課後ふれあいルーム、そ

して、ヘスティアさん、こういう活動も一緒

に取り入れながら、今後、段階的に進んでい

くんではないかなと思っています。また、進
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ます必要もあると思います。 

 今年度、ＳＳＷにつきましては、要求は出

しておるんですが、今年はお二人ということ

で、お一人は年間35日、お一人は年間45日と

いうことで学校へ来ていただいています。 

 新しい施策としましては、不登校支援員、

この方３人、週だいたい20時間、中学校に配

属で３人来ていただいています。そういう部

分で、ただ、懸念しますのは、学校現場、私

たちも今、教職員の超過勤務というのを毎月

見せていただいています。かなりの時間超過

勤務しています。実態でいいますと、ここの

部分を教職員の過重負担にならないような形

での取り組みというのを、教育と福祉連携室

とともに協議しながら進めていきたいなと、

そのように思っています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。本当にしっかりと連携をとっていただい

て、ぜひともそのシステムの構築をやってい

ただきたいと思います。何気なく会議をして

終わりというのでは、解決にはつながらない

と思います。座談会で終わって、一体何をこ

の会議で決めたのかというのがわかりません

ので、しっかりとその辺のところをよろしく

お願いしたいと思いますが、いろいろこの問

題を調べるにあたって、私も教育と福祉って

どんなふうに具体的につながったら、連携が

密にとれるのかなと思いまして、いろいろ調

べさせていただきました。そうしますと、や

っぱりしっかりと連携をとっているところが

ございます。 

 愛知県では、県が教育と福祉、児童福祉と

教育の連携の強化という形でガイドラインを

つくっていただいております。ガイドライン

をつくったほうがええのか、つくらんでもで

きるのかというのは、その辺はまた考えてい

ただいたらいいんですけども、参考にしてい

ただいたらいいと思いますので、ガイドライ

ンをつくってしっかりと全県的に広げていら

っしゃいます。結構、具体的に書いてござい

ました。 

 それから、児童虐待というところに特化し

た形でやっていらっしゃるところは、新潟県

の三条市が調整機関を教育委員会が担当。と

いうのは、子育て支援課というのをつくられ

て、その子育て支援課を教育委員会の中に統

合されました。教育と福祉のそれぞれの専門

性、それから、利点を生かした取り組みを進

めることが可能になったと。福祉の担当者が

学校の立場を理解し、学校の担当者が福祉の

立場を理解するということは大変難しい現状

があった中、統合されたことによって相互理

解が進んだと。そして、意識統一のとれた施

策を実践することが可能になったというふう

なことを書いていらっしゃいました。 

 ここの特徴的なことは、ゼロ歳から35歳ま

での長期にわたる総合的な支援体制、すなわ

ち、出産期から、それから、18歳でぷつっと

切られるのではなくて、やっぱり支援が必要

な子どもさんというものは、18歳から以降、

何歳が適当かというのは言えませんけれども、

不登校からひきこもりになったりだとか、そ

れから、ニートになったりだとか、なかなか

表面には出てこない、支援体制が本当に途切

れてしまいますので、18歳でね。大人になっ

たからといって社会が手を離してしまいます

から、そういう部分では、35歳までをしっか

りと統計立てて見ていこうという形で、スマ

イルファイルというのをつくっていらっしゃ

います。それは長期にわたる総合的な支援体

制をするためにつくっていらしゃって、逐一、

そのスマイルファイルに全ての情報が蓄積さ

れていくというふうなことで、そのために子

育て支援課を教育委員会に置かれて、福祉と

教育が本当に一体化したような形で取り組ま
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れていらっしゃるので、参考にしていただき

たいと思います。 

 これを調べていまして、私、思い出したん

ですが、以前、保健福祉センター建設時に、

私は子育て支援課なるものをつくってほしい

と思いまして、教育と福祉を同じフロアに置

いて、教育と福祉の連携は絶対必要だという

ことで、合体した子育て支援課をつくってく

ださいという質問を二度ほどしたんですが、

実現には至りませんでしたが、同じような取

り組みをされている自治体があるんだなとい

うことで、懐かしいなと思った次第でござい

ます。うちは保健福祉センターは保健福祉セ

ンター、教育は教育文化会館に置くというこ

との方針が打ち出された中で、こういう形に

なってしまいましたけれども、やっぱり今の

時期になって、やはり教育と福祉の連携とい

うのは非常に重要なんだなということは、市

長も常々おっしゃっていただいていますし、

館は別々に分かれていますけれども、その内

部の組織の中ではしっかりとした連携をとっ

ていただきたいなというふうに感じておりま

す。 

 それから、愛媛県の松山市も大変充実した

取り組みをされております。ここも子育て支

援課の子育て支援相談室というのと、教育委

員会の教育相談室というのを、一つのフロア

に集約されました。松山市子ども総合相談窓

口というのを設置されて、同じフロアで教育

委員会部局と子育て支援課が一緒になってい

ますので、情報の共有が大変簡単にできる。

ちょっと会議にしようかと言っても、すぐテ

ーブルを囲んで集まれるというような利点が

あるというふうに聞かせていただいておりま

す。 

 それから、同じく愛媛県ですが、今治市で

す。ここは虐待件数が非常に増加したという

こともあって、要対協の中に、特別に地域ご

との実務者会議というのを設置されました。

一小学校区をモデル地区として、月１回の定

期的な開催をされて、それぞれの部会に分か

れて、担当者が何々小学校地区要保護児童等

地域ネットワーク会議というのを開いていら

っしゃるということでございますので、本当

に頑張ってやっていらっしゃるところはある

んだなというふうに感じております。 

 ということで、モデル校というのを同じよ

うに選んで、進めていきたいということが書

いてあるんですが、モデル校というのは何校

考えていらっしゃって、だいたいどのくらい

のスパンで、そのモデル校からほかのところ

に広げていこうと考えていらっしゃるんでし

ょうか。その辺のところをお聞かせいただけ

ますか。モデル校というのは、先ほど私が今

治市のことをお話しましたが、そういうよう

な感じのことを考えていらっしゃるんでしょ

うか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）モデル校につ

きましては、現在、教育委員会と協議をして

いるんですけども、この意味合いというのは、

いわゆる学校現場における、学校プラットホ

ームという、そういうふうな考え方があるわ

けなんですけども、地域と学校と、そして福

祉を結びつけるようなこういう仕組みという

のを、どこか一つの学校で小さく実施をして

いきたいと。そこでの課題を踏まえて、徐々

にそれを増やしていけたらなというふうに思

っているところです。 

 具体的には、いわゆる学習支援であるとか、

あるいは、不登校対策であるとか、そういっ

たところが軸になるということなんですけど

も、それで、おただしの、先ほど他市の事例

なんかもいただいたわけなんですけども、ち

ょっとニュアンスは違って、基本的に学校プ

ラットホーム化ということの中で、できれば、
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一つの成功事例をつくっていきたいなという

ふうに、現在のところ考えております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）期待しておりますの

で、ぜひ頑張ってやってくださいね。 

 それでは、四点目でございます。 

 四点目に子ども食堂のことが書かれてござ

いました。もう既に橋本市で始めていらっし

ゃる方とか、それから、これから始めたいな

と思っている個人の方や団体の方がいらっし

ゃるんですけれども、認定ということですが、

認定の基準というのはどのような認定の基準

を考えていらっしゃるんでしょうか。という

のは、もう始めていらっしゃいますので、そ

の方たちがその認定基準に当てはまらないと

なると、じゃ、やめろと言うのかということ

にもなりますので、その辺のところ、ちょっ

と市側が認定基準をつくるのが、民間の方が、

市民の方が始められるより遅くなってしまい

ましたので、その辺の認定基準はどのような

ことをお考えになっているのかということを

ちょっとお教えいただけますか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）認定基準につ

きましては、特に高いハードルを設けている

わけではございません。これについては、こ

の６月議会の委員会のほうで、具体的な報告

をさせていただこうと思っております。今現

在は案としてあるわけなんですけども、認定

していく上での団体の要件であるとか、ある

いは継続性、そういったことが担保されてい

るのかであるとか、そういったところをなる

べくハードルは低く考えているところでござ

います。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）子ども食堂というの

は本当に今、必要とされているんだろうと思

うんですけれども、なかなか、やはり、やれ

ば途中で私はやめないほうがいいと思うんで

すよ。何だせっかく行こうと思ったのにって、

やっぱり１年とか２年とか、ずっと少しずつ、

こつこつ継続をしていきながら、あそこに子

ども食堂があるんだなということで、本当に

支援を必要とする、子ども食堂を必要とする

子どもたちであるとか保護者さんが集まって

きてくれると思いますので、慎重に取り組む

必要があるんですが、慎重過ぎてスタートが

遅れてもいけませんから、慎重かつ迅速にや

ってほしいということで、ですので、今、始

めていらっしゃるところの、それから、これ

から始めようとしていらっしゃる方たちの敷

居が高くないような認定基準を設けていただ

きたいと思いますし、また、安易に認定ばか

り出してしまうと、そのように途中であっぷ

あっぷして、やめざるを得ないということに

なっても困りますので、その辺のところ難し

いと思うんですが、慎重に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 世田谷区でもガイドラインをつくっていら

っしゃいますし、堺市の子ども食堂というの

もすごくきっちりしたガイドラインをつくっ

ていらっしゃいます。橋本市としては、認定

基準は設けるけれども、子ども食堂のガイド

ラインというのはつくるおつもりはございま

せんか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）本市として、

ガイドラインではなくて、要綱をつくって、

それを告示して、そして、有志の団体の方を

募ろうというふうに考えております。ですか

ら、ガイドラインはつくる予定はございませ

ん。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）つくる予定はないん

だと思いますが、いろんなところで先進的に

進めていらっしゃって、なおかつ、問題が起
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こっているようなところもございますので、

後発の橋本市といたしましては、市がそのよ

うな方たちに対する講習会と言ったらいいの

か、何と言ったらいいかわかりませんが、ち

ょっと手助けをするという意味の勉強会みた

いなの、資金調達の仕方であるとか、そうい

うなのの手助けもしていただけたらなという

ふうに思います。補助金を出せとかと言うて

いるのではなくて、お金をかけずに、でも、

市ができることというのはあると思いますし、

情報収集の部分であるとか、そういうところ

で手助けをしてあげていただきたいと思いま

す。 

 それから、子ども食堂として認定した団体

に対して、調理機能を有する公共施設を無料

貸し出しできるようにというふうに考えてい

るとございましたが、大変よいことだと思う

んですが、子ども食堂というのは、御飯を食

べさせることだけが目的ではないんですね。

主たる目的は御飯も食べさせるんですが、１

人で過ごすということが多い子どもたちに対

して、家庭の温かみであるとか、それから、

夜１人で御飯を食べる、個食であるのはかわ

いそうだ、かわいそうというか、地域が支え

てあげよう、地域が子育てをしてあげようと

いうことで子どもの居場所づくりになればと

いうことでやっていらっしゃるし、その子ど

もたちの生活背景が見えてくるわけですから、

必然的に、ちょっと勉強がわからへんかった

ら学習支援の場になったり、それから、歯磨

きの習慣がついていなかったら、食後は必ず

歯磨きするんだよということを地域の人たち

に教えていただいたり、そういう生活全般を

ケアしてあげる、フォローしてあげるような

場が子ども食堂だと思うんです。 

 けれども、調理施設がある施設を考えます

と、学校の調理室であるとか児童館もありま

すか、児童館であるとか、それから、公民館、

保健福祉センターもありますが、そういうと

ころが思い浮かぶんですが、常設で、そこに

何かくつろげるような家庭的な備品とかを置

いておくというのは非常に難しい部分もござ

いますし、果たしてこれを無料貸し出しでき

るよとしたところで、貸してほしいというふ

うに手を挙げる方が何人いらっしゃるのかな

というのはちょっと疑問点なんですが、その

辺の、子ども食堂というのは食事だけを与え

る、提供する場所ではないのだよということ

は、しっかりと、部長としては認識をしてい

ただいておりますか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）おっしゃると

おり、単に食事を提供することを目的として

いるのではなくて、やはり子どもの居場所づ

くり、それから、地域づくりというそういう

観点からもこの食堂というものを位置づけて

いく。そして、そこで認定というそういうふ

うな仕組みをつくっていくというふうに考え

ております。 

 また、その認定をした団体に対しては、市

のほうからもいろいろ現場視察であるとか、

あるいは、子ども食堂の団体間での会議がで

きるような、そういうような取り組みという

のも考えておりますので、やはり最終的な地

域づくりも含めて、この食堂がやっぱり充実

していけるような、そういうふうな支援をし

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。これからたくさん手を挙げていただくこ

ともできると思いますし、貧困調査も、実態

調査もされるということでございますので、

ニーズはあると思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それと、教育と福祉連携推進室なんですが、

室にいらっしゃる職員さんは２人でございま
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すので、この人たちが中心になって動くとい

うのはなかなか難しいので、組織とか、シス

テムを整備することを目的としているという

ことでよろしいですね。で、その組織とか、

システムが、連携のですよ、教育と福祉の連

携の組織であるとか、システムができれば、

この室は行く行くはなくしていくんやという、

そういう認識でよろしいんですか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）設立してから、

今のところ最長３年間というふうに思ってお

ります。ですから、それぞれの仕組みができ

た段階でこの室は解散するというふうな方向

性を持って取り組んでいきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）時間があまりないの

で、今の所属が総合政策部ということでござ

いますが、教育委員会とも離れているし、子

育て関係のこども課とも離れているし、今の

そこの場所で問題はないですか。時間がない

ので、簡潔にお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）具体的な施策

を展開する部署ではございません。ですから、

仕組みづくりを行う場所でございますので、

離れた場所でも問題ないと思いますし、なる

べくコミュニケーションをとっていきたいと

いうふうには考えております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）しっかりと連携をつ

くれるようにご努力をいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしておきます。期待

しております。 

 それでは、２番の問題に移ります。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、共

育コミュニティと放課後ふれあいルームの位

置づけに対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）共育コミュニティと

放課後ふれあいルームの位置づけについてお

答えします。 

 まず、一点目の両者の連携についてですが、

本市の共育コミュニティは平成20年度高野口

中学校区から取り組みを開始し、平成28年度

末で高野口中学校区、旧学文路中学校区、紀

見東中学校区、隅田中学校区で設置されてい

ます。平成29年度は新設された共育コミュニ

ティ係を中心にしながら、市内未設置の地区

に設置を進めていきます。 

 一方、放課後ふれあいルームは、市内全小

学校及び公民館、図書館、子ども館・児童館

等で実施しています。 

 また、これらの事業を推進するためにそれ

ぞれコーディ―ネーターを設置しています。

現在、共育コミュニティのコーディネーター

は７名、放課後ふれあいルームのコーディネ

ーターは10名を委嘱しています。そのうち５

名はそれぞれのコーディネーターを兼務して

います。 

 また、平成29年度からは社会教育課に統括

コーディネーターを配置し、調整や取りまと

めの役割を担うとともに、月１回コーディネ

ーター会議を開き、情報の交換、連携を図っ

ています。 

 次に、二点目の共育コミュニティにおける

ふれあいルームの位置づけについてですが、

共育コミュニティは、子どもたちの豊かな成

長のため地域と学校が連携・協働する取り組

み全般を指します。また、放課後ふれあいル

ームは地域の方々に支援ボランティアとして

ご協力をいただき、放課後の子どもたちの安

心安全な居場所づくりを目的にした事業です。 

 そのため、放課後ふれあいルームは共育コ

ミュニティの中で重要な取り組みの一つとし

て位置づけています。 
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 次に、三点目の謝金の違いについてですが、

それぞれのコーディネーターの活動について

は、活動時間に応じて謝金をお支払いしてい

ます。 

 昨年度までは、それぞれのコーディネータ

ーの謝金は同額でした。放課後ふれあいルー

ムは共育コミュニティの活動の中で重要な取

り組みの一つであると認識していますが、制

度的には共育コミュニティの一部を構成する

ものです。また、本年度より教育委員会とし

て、共育コミュニティの全市的な普及に力を

入れるとともに、専門性を発揮していただく

必要があることから、共育コミュニティのコ

ーディネーター謝金の増額を図ったところで

す。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ちょっと時間がない

のではしょって行きますが、ふれあいルーム

のコーディネーターさんと、それと、共育コ

ミュニティのコーディネーターさんが、兼務

されている方が５名いらっしゃるということ

で、今、同じ日程では会議をされているんで

すが、前半が共育コミュニティのコーディネ

ーター会議、後半がふれあいルームのコーデ

ィネーター会議ということで、聞けない人が

いるわけですね。それはちょっとお聞きしま

したら、以前は一緒にやっていたけれども、

コーディネーターさんのほうから別々のほう

がいいんですというようなお話を受けて、今

年度からは、日にちは一緒だけども時間をず

らして別々でやっているということなんです

が、今後、全市的に広げていこうというふう

に思われているのであれば、やはりふれあい

ルームのコーディネーターさんが核となって、

各小学校区で地域の方たちともつながってい

るわけですから、毎回は同じ会議を持たなく

ても、何回かに１回ぐらいは合同会議という

のは必要だと思うんですけれども、どう思わ

れますか。簡潔にお願いできますか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）先ほども答弁させて

いただきましたように、共育コミュニティの

コーディネーターの務める役割というのは、

非常に広範囲な役割もございますし、そして、

創造的な、また、共育コミュニティというの

は組織ではございません。共同体です。非常

に専門性を有する役割を果たしていただくと

思っています。 

 また、放課後ふれあいルームのコーディネ

ーターさんも、それぞれ特色ある取り組みを

されています。取り組みの違いがございます

ので、一定、平成28年度につきましては別個

の会議をさせていただきました。 

 今後、議員おただしのように、例えば、年

間２回、３回、合同の会議を催して、お互い

の意思疎通を図っていくことも大切かなと、

このように思っています。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ちょっと私、時間が

なくてすいません。しっかりこれもやりたか

ったんですが。ということは、共育コミュニ

ティのコーディネーターさんは専門性を発揮

していただくということですが、教育委員会

として共育コミュニティとはこういうものな

んですよというような専門的なことが必要だ

というのであれば、何か公募をしたり、専門

性に関する研修をしたり、そういうことはさ

れていますか。今のところではされていない

ように思うんです。公募もされていないよう

に思いますし。 

 なぜかというと、謝金が違うわけですね。

謝金なので違いがあって当然やと言われたら

そうかもしれませんけれども、同じ場所で、

家庭教育支援室のヘスティアさんも、それか
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ら、共育コミュニティのコーディ―ネーター

さんも、ふれいルームのコーディ―ネーター

さんも会議をして、それぞれ同じ席に座りな

がら全然謝金が違うわけですね。共育コミュ

ニティのコーディ―ネーターさんは値上げさ

れて1,000円になったと。ふれあいルームのコ

ーディネーターさんは、１時間の時間給で760

円と。ヘスティアさんに関しては790円だと。

予算枠があるわけですから、その予算内でお

さまらない仕事については、多分、皆さんは

ボランティアで、あと、やっていらっしゃる

と思うんですが、何か同じ会議に出て同じ共

育コミュニティに関するところに向けてやっ

ている取り組みで、それぞれがみんな謝金が

違うというのはいかがなものかなと思うんで

すが、特に兼務をされている人なんかは自分

で自己申請するわけですか。ここからここま

での時間帯は共育コミュニティの謝金、ここ

からここまではふれあいルームの謝金という

ふうに、別々で、ここからここまでは1,000

円、ここからここが760円というふうにされる

わけですか。その辺、教育長のお考えをお聞

かせいただけますか。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員おただしの点、

私自身もよくわかります。ただ、放課後子ど

も教室推進事業というのは子どもの居場所づ

くりを基本として、国、県、市が３分の１ず

つ。それから、共育コミュニティにつきまし

ては学校支援地域本部事業という形で、同じ

ように国、県、市３分の１ずつ。それから、

ヘスティアさんの活動につきましては、家庭

教育支援事業ということで、これもまた同じ

形です。いわゆる市が負担する額は、全て３

分の１という形になります。 

 そういう意味でいいますと、今年度は共育

コミュニティの市負担を約２倍に上げさせて

いただきました。それはやはり先ほどからお

話させていただきましたように、ふれあいル

ームのコーディネーターさんもヘスティアさ

んもそれぞれ専門性もありますし、非常に大

切な役割を担っていただいています。ただ、

私たち自身としては、共育コミュニティをか

なり組織的、先ほどもお話させていただきま

したように、しっかりしたものにつくり上げ

ていきたい。そのためには研修も当然必要で

あろうと思いますし、今後、橋本市独自の共

育コミュニティの方法をより一層模索、具体

的な活動例というのも、今、実際提示もさせ

ていただいています。模索していきたいと思

っています。自分としては、全国レベルでい

いますと、やはりかなりのトップを走ってい

るんではないかなと思っています。 

○議長（岡 弘悟君）教育長、18番 土井議

員が聞かれていることから趣旨がかなり外れ

ていますので、簡潔にお答えください。 

○議長（岡 弘悟君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）先ほどもお話させて

いただいたように、共育コミュニティについ

ては、やはり専門性、力の要る仕事だという

ことで謝金を増額させていただきました。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）謝金の違いについて

なかなか問題があるというふうに考えている

ということですが、専門性が必要だと言うん

だったら、何か資格を持った方を公募して、

きっちりと雇われているのかということにも

なりますし、そうやって力をしっかり入れて

いくのであれば、多分、会議であるとか、準

備であるとかの時間数が多くなってくると思

うんですよ、教育コミュニティ、いろんな地

域の方とかに出向いてね。そうすると必然的

に時間数が多くなるので、その方がいただけ

る謝金の金額というのは増えてくるので、私

はそれで十分なのではないかなと思います。 

 調べさせていただいたら、同じような仕事



－113－ 

をされているにもかかわらず謝金の違いがあ

るというのが、ただ、多分同じ仕事をされて

いる方たちのモチベーションが下がるのでは

ないかなと思いますので、その辺のところを

もう少しきっちりとどういう仕事をするのか

ということと、それと、謝金の違いというの

を、もう一回ちょっと問題点を整理して、き

っちりとまたやっていただきたいと思います。

時間がないので、また引き続き、この問題に

ついては取り上げさせていただきたいと思い

ます。 

 私の質問は終わります。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時30分 休憩） 

                                          

 


